
大口町告示第８２号 

 大口町国民健康保険医療費等一部負担金減免取扱要綱の一部を改正する要綱を次

のように定める。 

  平成２６年１０月１日 

大口町長  鈴 木 雅 博   
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   大口町国民健康保険医療費等一部負担金減免取扱要綱の一部を改正す 

   る要綱 

 大口町国民健康保険医療費等一部負担金減免取扱要綱（平成１７年大口町告示第

５９号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「大口町母子家庭等医療費の支給に関する条例」を「大口町母子・父子

家庭医療費の支給に関する条例」に改める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 


